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～地域の身近な相談相手～
民生委員・児童委員制度は１００周年を迎えました

　民生委員・児童委員制度は、大正６年（１９１７年）に岡山県で創設された「済世顧問制度」が始

まりとされ、今年で１００周年を迎えた歴史ある制度です。

　市では、４地区 83 人の民生委員・児童委員が地域福祉の充実のため、誰もが安心して暮らせる地

域づくりを目指し、活動しています。

　民生委員・児童委員の活動にご理解とご協力をお願いします。

●民生委員・児童委員とは？

　民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から

委嘱された非常勤公務員で、児童福祉法に定める児童委

員も兼ねています。それぞれの地区に、児童に関する問

題を専門に担当する主任児童委員がいます。

問い合わせ

社会福祉課福祉総務係

☎２２-７７４２

▲災害時対応研修

▲「ふくし健康まつり」への参加

●どのような活動を行っていますか？

　活動の中心は高齢者世帯や障がいがある人の安否確

認や見守り、子どもたちへの声掛けです。また、地域

のみなさんが抱える福祉に関する悩み事の相談を受

け、必要なサービスが受けられるよう、情報提供や、

行政・専門機関への連絡や調整を行い、問題解決への

お手伝いをしています。

　その他にも福祉施設でのボランティア活動など多岐

にわたる活動を行っています。

▲高齢者宅向け配食サービス活動協力

どんな相談に乗ってもらえますか？

●福祉サービスの利用や申請方法について

　知りたい

●近所に心配な人がいる

●高齢の一人暮らしで何かあった時に不安

●子育ての不安や悩み

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

問い合わせ

　民生委員・児童委員には法に基づく守秘

義務がありますので、安心してご相談くだ

さい。

　各地区の民生委員・児童委員については

７ページをご確認頂くか、福祉総務係へお

問い合わせください。

民生委員制度

創設 100 周年
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あなたの地区の民生委員・児童委員
最も身近な相談相手であり、支援者です

問い合わせ

社会福祉課福祉総務係　　☎２２-７７４２

氏名 住所 電話番号 担当地区 氏名 住所 電話番号 担当地区

竹

原

・

大

乗

地

区

碓氷　康人
坂田　早苗
香渡　清則
（調整中）
藤本　美晴
高橋　　賢

上岡　広海

土居　　修
住田　高康
前本　憲男
久保　藤子

新庄谷艶子
増森フクミ
新谷　壽康
升元惠三郎
中松　明子
吉本　郁子
池田　光雄
吉川　栄作

白石　台造
橋本　京子
吉元　美景

土田　正信
髙野　秀美

北森　成美
玉井　明美
石原　淑子
廣　　秀子
古田ヨリ子
森兼　幸子
渡橋昭二郎
髙尾　公子
中村　貞美
髙岡　茂夫
水野　榮子
藤川　明美

川西　好治

港町三丁目
港町二丁目
港町一丁目

―
本町一丁目
本町二丁目

本町一丁目

本町三丁目
本町三丁目
本町四丁目
新　町

中央二丁目
中央五丁目
新　町
榎　町

塩町三丁目
塩町二丁目
塩町二丁目
皆　実

明　神
西　町
西　町

大　王
宮　原

中　通
上　条
成　井
大井東
大井西
宿　根
小　梨
福　田
福　田
福　田
高　崎
高　崎

高　崎

22-4648
22-7180
22-2658

―
22-2194
22-3790

22-4267

22-6944
22-3221
22-0425
090-

1331-5784
22-6385
22-2991
22-2143
22-2616
22-3118
22-2982
22-5319
090-

2475-9049
22-5926
22-3417
22-3362

22-5982
22-4510

22-0400
22-4224
22-3671
22-1394
22-0474
22-0484
22-7033
24-1433
24-1100
27-0655
24-1057
27-0135

27-0936

北崎
西大石・東大石
黒浜
向島・京栄
田中・地蔵 15・17 組
地蔵 (1 ～ 10・12・13・16・18・
21 組 )・山陽商船寮・地蔵住宅
地蔵（11・14・19・20組）・
本町住宅・三井社宅
楠通・上市（12～14組）
上市 (1 ～ 2 組 )・小路・下市
上市（1・2・12～14組を除く）
新町（16 ～ 21 組）

本川・扇町
北堀・新町（11～15組）
新町(1～10・22・23組)
榎町
塩浜（塩町四丁目を除く）
中須 (1 ～ 10 組 )
中須 (11 ～ 18 組 )
皆実・促進住宅

明神・塩町四丁目
西町 (9 ～ 26・32 組 )
西町 (1 ～ 8・27 ～ 31 組 )・
来須 (1 ～ 2 組 )・来須住宅
下野町大王・新宮原
宮原・受矢・阿此比・
正部（新庄町）
中通
上条
成井・来須 (3 ～ 5 組 )
大井東
大井西・築地
宿根
小梨
西谷・中谷・沖条(1組)
東谷・打越
沖条 (2 ～ 8 組 )
大乗団地
打越・大乗 (電発社宅
を除く )・小吹
西条・中条・雇用促進
住宅・電発住宅

北

部

地

区

宇原　　稔
神田キヨミ
國竹　鈴子
岡東なち子

岡東　操子

荒谷　雅夫
増田愼二郎
森田　　操
吉田眞由美
信木　裕子
瀧口　正男
長井　泰江
坊迫　克成
土田　朋子

東　野
東　野
東　野
新　庄

新　庄

西　野
西　野
西　野
田万里
田万里
田万里
仁　賀
仁　賀
仁　賀

29-1871
29-1016
29-0668
29-1287

29-0702

29-2618
29-0118
29-1587
29-0880
29-0322
29-1080
29-1385
29-1445
29-1326

大福地・水ノ口
在屋
柏野・青田・中条・金九郎
砂原・片山谷・末宗・城ノ本・
松橋・神田 3～ 5
葛子・枌谷・横大道・
神田 1～ 2
下西野 1～ 5班・上大畠
亀山・宝器
上赤坂・下赤坂・大橋・末京
下田万里区
中田万里区
上田万里区
仁賀 1区（西谷）
仁賀2区（有屋谷・戸石・大谷）
仁賀 3区（仁賀）

笹原　法義 東　野 29-1739 北部地区全域

日下　光子 西　野 29-0093 北部地区全域

吉

名

地

区

木島　美鈴
七原　豊子
前田　　茂
江田　和惠
重廣　明美
元廣美惠子
中吉　静見
竹野　　登
上本　幸雄
西浜ふり子

毛木北
峠　西
浦　尻
久保谷
中　講
平方東
西　柏
沖辺西
八王寺上
西条魁

28-0119
25-1660
25-1061
28-0880
28-0711
25-1226
28-0122
25-1054
28-0406
25-1907

毛木区
郷区
浦尻区
久保城区
曽井区
平方区
港区
水場区
東条区・西条区 (西条 )
西条区 (宮条・宮下・魁 )

河田　睦子 毛木北 28-0142 吉名地区全域

忠

海

地

区

寄能　利一
角本　松樹

枡川　　豪
原　　　宏

三好　信之

阿蘇　信夫

三次惠美子

大隅　保則

福井　典子

木下　誠也

池田　幸江

早迫　政江

福濱大治郎

木下　英範
三寶佐千子

長浜一丁目
床浦三丁目

床浦一丁目
中町三丁目

中町二丁目

中町二丁目

中町二丁目

中町三丁目

東町二丁目

中町四丁目

東町二丁目

東町一丁目

東町三丁目

東町四丁目
東町五丁目

27-0809
26-2039

26-2897
26-1326

26-2926

26-0459

26-0806

26-2252

26-0339

26-2963

26-3409

26-2413

26-2939

26-2497
26-1569

長浜一～三丁目
床浦三丁目・
四丁目 2～ 5番
床浦一丁目
床浦二丁目 1 ～ 14 番・中町
二丁目 15・16 番・三丁目 1
～ 7番
中町一丁目 2 ～ 7 番・二丁
目 10 ～ 14・17 番
中町一丁目 1番・二丁目 1・2・
4・9・18・19 番
中町二丁目 3・5 ～ 8・20 ～
24 番・四丁目 1～ 6・8番
中町三丁目 8 ～ 16 番・床浦
二丁目 15 ～ 19 番
中町二丁目 25・26 番・四丁
目 7番・東町二丁目 1～ 5番・
三丁目 5番
中町四丁目 9 番・東町二丁
目 6 番・三丁目 1 ～ 4・6 ～
8番
東町一丁目 1 ～ 8 番・二丁
目 7～ 9番
東町一丁目 9 ～ 15 番・五丁
目 1～ 9番
東町二丁目 10・11 番・三丁
目 10 ～ 15 番・四丁目 2 番
東町四丁目 1～ 13 番
東町四丁目 14 ～ 17 番・五
丁目 10 ～ 29 番

池田　文昭 来　須 22-6484 竹原地区一部

宮本　恭子 高　崎 27-0303
竹原地区一部・大乗地
区一部

八和田昭彦 中町三丁目 26-0859 忠海地区全域

藤本眞智子 東町五丁目 26-0167 忠海地区全域

　民生委員・児童委員は、誰もが安心して、住み

慣れた地域で暮らすことができるよう、常に住民

の立場に立って相談に応じ、行政・関係機関への

橋渡し役として、必要な支援を行います。

　なお、民生委員法により守秘義務があるため、

個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守

ります。（　　　　　は主任児童委員）

任期　平成 31 年 11 月 30 日まで

※調整中の地区は決まり次第広報でお知らせします。
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平成 29 年 12 月 平成 30 年 1 月

28（木） 29( 金 ) 30( 土 ) 31( 日 ) 1（月） 2（火） 3（水） 4（木）

戸籍事務
（出生・婚姻・
死亡届など
の受付）

　年末年始も、「出生・婚姻・死亡届」などの受付や「火葬許可業務」は次のところで行います。

　○市役所（本庁）地下宿直室 ･･･24 時間受付

　○忠海支所 ･･･････････････････8 時 30 分から 17 時 15 分まで受付

一般事務 休み

斎場業務 休み

し　　　尿
12 時まで 12 月 29 日 12 時から　　　　　　休み　　　　　　　１月４日まで

※ただし、12 月 29 日午前のし尿収集業務は、業者によってはお休みします。各業者へ直接お問い合わせください。

ごみの収集 休み（振替収集は下記参照）

ごみの直接搬入 休み

ごみの直接
搬入におけ
る注意事項

ごみを焼却場や最終処分場へ直接搬入する場合は、次のとおりです。

○家庭ごみの直接搬入（無料）

・許可は不要です。直接施設へ搬入してください。

※ただし、市内に居住していることなどの確認のために、施設受付窓口で運転免許証の提示

　を求めることがあります。運転免許証の住所が竹原市外の場合は、竹原市に居住している

　ことが確認できるものを持参してください。（例：公共料金などの請求書、保険証　等）

※「もやせる物」は赤い指定ごみ袋に、「リサイクルする物」「もやせない物」「資源物」「有害ごみ」

　は青い指定ごみ袋に入れて搬入をしてください。

○事業ごみの直接搬入（有料）

・事前に許可が必要です。12 月 28 日（木）までに手続きをしてください。

・申し込み方法　所定の申込書（まちづくり推進課に備え付け）をまちづくり推進課生活環

　境係に提出してください。搬入する車のナンバー、印かんが必要です。

・料金　70 円／ 10 ｋｇ（各施設で料金を支払ってください。）

※家庭ごみ・事業ごみの搬入期限　12 月 30 日（土）　16 時 30 分

○直接搬入できないもの

　産業廃棄物、家電リサイクル品（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）、

　パソコン、バイク、タイヤ、農業用機械、消火器、ガスボンベ、バッテリー、レンガ、砂、

　瓦、農薬、塗料、堆肥など

※購入した販売店で引き取ってもらうか、または専門業者へ依頼してください。

＜お願い＞年末年始はごみの量が増えますので、ごみの減量化にご協力ください。

年末年始の業務休止のご案内
問い合わせ　まちづくり推進課生活環境係　☎２２-２２７９
　　　　　　市民課市民係　☎２２-７７３４

ごみの臨時収集　◆ごみの休日収集・振替収集・年末年始のお休みは次のとおりです。

◆もやせる物

　１月１日㈪　→　収集しません

　１月２日㈫　→　収集しません

　１月８日㈪　→　収集します

◆リサイクルする物

　１月１日㈪　→　12 月 29 日㈮

　１月２日㈫　→　12 月 29 日㈮

　１月３日㈬　→　１月４日㈭

◆もやせない物

　１月８日㈪　→　１月 11 日㈭

◆有害ごみ

　１月２日㈫　→　１月 18 日㈭

◆資源物

　１月３日㈬　→　１月４日㈭

問い合わせ　まちづくり推進課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９
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竹原市人事行政の運営等の状況

１　職員の任用の状況
(1)　採用状況

職種
受験者数 採用者数 前年度

採用者数男性 女性 計 男性 女性 計

一般事務職 12 人 ６人 18 人 ２人 ３人 ５人 ６人

技師 ９人 ０人 ９人 ２人 ０人 ２人 ４人

保育士 １人 ３人 ４人 ０人 ２人 ２人 ０人

保健師 ０人 ３人 ３人 ０人 ２人 ２人 ０人

計 22 人 12 人 34 人 ４人 ７人 11 人 10 人
（注）平成28年4月1日から平成29年3月31日までのものです。

区分 平成 28 年度 平成 27 年度

定年退職 ２人 ５人

勧奨退職 ２人 ０人

普通退職等 ４人 ６人

計 ８人 11 人

再任用職員 １人 ５人

(2)　退職者数

区分 職員数 男性 女性

部長級 ６人 ６人 ０人

課　長　級 23 人 19 人 ４人

課長補佐級 ６人 ６人 ０人

係　長　級 53 人 32 人 21 人

そ　の　他 90 人 66 人 24 人

計 178 人 129 人 49 人

(3)　地位別職員数（平成 29 年 4 月 1 日現在）

（注）職員のうち一般行政職のものです。

２　職員の給与の状況
(1)　人件費の状況（普通会計決算）

区分
住民基本台
帳（年度末）

歳出額
A

実質
収支

人件費
B

人件費率
（B/A）

前年度
人件費率

28 年度
人

26,548
千円

12,440,056
千円

130,636
千円

2,178,933
%

17.5
%

17.8

区分
一般行政職 技能労務職

平均給料
月額

平均給与
月額

平均
年齢

平均給料
月額

平均給与
月額

平均
年齢

竹原市
円

335,754
円

388,785
歳

42.2
円

380,710
円

396,025
歳

52.4

国
円

330,531
円

410,719
歳

43.6
円

286,833
円

328,360
歳

50.6

(2)　職員の平均給料月額、平均年齢の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在）

区分 竹原市 国

一般行政職
大学卒 184,800 円 178,200 円

高校卒 155,800 円 146,100 円

(3)　職員の初任給の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在）

問い合わせ　総務課人事係　☎２２-７７１９

区分 竹原市 国

期
末
手
当

勤
勉
手
当

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6 月期 1.225 月分 0.85 月分 6 月期 1.225 月分 0.85 月分

12 月期 1.375 月分 0.85 月分 12 月期 1.375 月分 0.85 月分

計 4.30 月分 計 4.30 月分

退
職
手
当

　　 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 20.445 月分 27.405月分 勤続 20 年 20.445 月分 25.55625 月分

勤続 25 年 29.145 月分 34.5825月分 勤続 25 年 29.145 月分 34.5825 月分

勤続 35 年 41.325 月分 49.59 月分 勤続 35 年 41.325 月分 49.59 月分

最高限度額 49.59 月分 49.59 月分 最高限度額 49.59 月分 49.59 月分

(5)　職員手当の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在）

一週間の勤務時間 開始・終了時間 休憩時間

38 時間 45 分 8時 30 分から 17 時 15 分まで 12 時から 13 時まで

時間外・休日勤務総時間数 職員 1人当りの時間外・休日勤務月平均時間数

29,989 時間 10.7 時間

(3)　時間外勤務及び休日勤務等の状況

（注）平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までのものです。

区　分 休職 免職 計

勤務実績が良くない場合 ０ ０

心身の故障の場合 １ ０ １

職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０

計 １ ０ １

５　職員の分限及び懲戒処分の状況
(1)　分限処分者数

（注）平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までのものです。

区分 戒告 減給 停職 免職 計

被処分者数 ０ ０ ０ ０ ０

(2)　懲戒処分者数

（注）平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までのものです。

係属件数 平成 28 年度処理件数 翌年度へ
の繰越
A-B

前 年 度 か
らの繰越

新規
要求

計
A

却下
全部
否認

一部
容認

全部
容認

取下げ
計
B

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

６　職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

７　職員の不利益処分に関する不服申し立ての状況
係属件数 平成 28 年度処理件数 翌年度へ

の繰越
A-B

前 年 度 か
らの繰越

新規
申立て

計
A

却下
処分
承認

処分
修正

処分
取消

取下げ
計
B

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（注）平成28年1月1日から平成28年12月31日までの市長部局に属する一般職員のものです。

総付与日数
A

総使用日数
B

全対象職員数
C

平均使用日数
B/C

取得率
B/A

7,582 日 1,548 日 190 人 8.1 日 20.4％

(2)　年次有給休暇の取得状況

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)　職員の勤務時間（平成 29 年 4 月 1 日現在）

(4)　ラスパイレス指数の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

ラスパイレス指数 102.4

※ラスパイレス指数とは、地方公務員のうち、一般行政職
　の職員の学歴別、経験年数別構成等を国家公務員の行政
　職の職員と同一に仮定して各自治体ごとの平均給料額を
　求めて、国の平均給料額を 100 として算出したものです。

区分 報酬等月額 期末手当

市　長 815,000 円 

６月期　 2.075 月分

12 月期    2.225 月分

    計　 4.30 月分

副市長 665,000 円 

教育長 610,000 円

議　長 440,000 円 

副議長 395,000 円 

議　員 355,000 円 

３　特別職の報酬等の状況　（平成 29 年 4 月 1 日現在）

　竹原市職員の任用・給与等の状況を、市民のみな
さんに知っていただくため、その概要をお知らせし
ます。


